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・ 熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(再周知依頼)

(令和4年7月21日付け事務連絡)

・ 熱中症対策の更なる強化について（協力依頼）

(令和4年7月21日付け事務連絡)

・ 別紙1：リーフレット

・ 参考1：令和4年夏の記録的な暑さ

・ 参考2：令和4年夏の電力需給状況

○ 環境省「熱中症予防情報サイト」

https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php

○ 環境省ＬＩＮＥ公式アカウント

https://page.line.me/869ixlbo?openQrModal=true

奈良県介護保険課

施設整備係　TEL:0742-27-8534 

介護事業係　TEL:0742-27-8532

　新型コロナウイルス感染症対策への取組にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。

　気温の高い日が続く今夏において、一人ひとりに対して熱中症予防の普及啓発・注意喚起を行う

等、対策に万全を期すことが重要です。

　これを踏まえ、厚生労働省他関係省庁から別添のとおり再度の注意喚起及び熱中症対策の更なる

強化について依頼がありましたので周知します。

　貴施設におかれましては、熱中症への注意が特に必要な高齢者に対して、職員等が協力して注意

深く見守る等、重点的な対応をお願いいたします。

　なお、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱

中症の予防行動をとるよう促すための情報提供として、「熱中症警戒アラート」が今年より開始さ

れています。熱中症警戒アラートは環境省「熱中症予防情報サイト」から確認することができま

す。

　また、環境省のＬＩＮＥ公式アカウントに登録することにより熱中症警戒アラートが発表された

場合、通知を受けることができますので積極的にご活用いただきますようお願いします。

令 和 4 年 7 月 25 日

奈良県医療･介護保険局介護保険課長
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